
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ふんの放置は不衛生で周囲の住人が不快な思いをします。 

 

犬の散歩の際は、ふんは残さず回収してご自宅で適正に処理してく

ださい。電柱や塀に尿をしたときは、水で洗い流しましょう。 

 

※ペットのふん・尿の適正処理は、埼玉県動物の愛護及び管理に関

する条例により、飼い主に義務付けられています。 

 

※自治会では、地域の見回りを強化しています。 

 

 

🐕散歩の前に、持ち物などをチェック！🐕 

□ふんを回収するマナー袋等（ホームセンター等で購入できます） 

□尿を流すためのマナー水（ペットボトルが便利です） 

□リードは必ずつけましょう（交通事故・逃走等の防止） 

 

 

 

 
作成者：本庄市役所 ・ 本庄保健所 ・         自治会 

ふん
・ ・

の後始末は 

飼い主の責任です！ 

ふん
・ ・

の放置のない美しいまち、それは、みんなの願いです。 


